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工事後のモニタリング計画の改正（案）について 

 

１ 概要 

「工事後のモニタリング計画」は、支障除去対策工事の終了後に、場内廃棄物による周辺の生活

環境への影響を把握し、地域住民の安全安心を確保するために実施する生活環境影響調査の計画を

定めたものである。モニタリングにあたっては、調査方法等を適時見直すこととされており、これ

までのモニタリング結果を踏まえ、今回見直しを行うこととした。 

 

２ 改正案の内容 

○放流水水質調査の測定項目「大腸菌群数」を「大腸菌数」へ改めるもの。 

○大気環境調査を終了し、モニタリング計画から削除するもの。 

 

３ 放流水水質調査について 

令和７年３月３日付けで「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の

基準を定める省令の一部を改正する省令」が公布され、放流水基準における「大腸菌群数」が「大

腸菌数」に改正された（令和７年４月１日施行）。そのため、測定項目をこれに合わせ改正する。 

 

４ 大気環境調査について 

前回評価委員会で説明した以下①～③に加え、④の理由により、生活環境影響調査に支障はな

く、周辺住民への影響も少ないと考えられるため、大気環境調査を終了し、モニタリング計画から

削除する。 

 

①これまでの調査結果で、全ての測定項目で環境基準や指針値を超過したことはなく、増加傾向も

認められないこと。 

②処分場内と対照地点の結果で大きな差異は認められず、宮城県内の大気測定局や全国平均と比較

しても大きな差異は認められないこと。 

③過去の処分場対策で支障のおそれがあるとされた硫化水素については、硫化水素連続調査でモニ

タリングしていること。 

④現在までの保健所への健康相談状況や周辺住民へのアンケート調査から、現在は、処分場を起因

とする悪臭苦情や健康相談は極めて少ないと思われること。（２ページ参照）。 

※なお、産業廃棄物最終処分場の維持管理基準や廃止基準に大気中の物質に係る項目はない。 

 

５ モニタリング計画の改正日 

令和８年４月１日 
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○健康相談等の実績 

 平成１９年に町と締結した「竹の内地区産業廃棄物最終処分場支障除去対策に係る協定書」におい

て、健康相談会等を実施している。 

 

・県（仙南保健所）への健康相談件数（平成１４年１月から） 

 平成１３年（２件）、平成１４年（３件）、平成１５年（１件）、平成１９年（１）、 

平成２１年（１） ※平成２２年～現在まで（０件） 

 

・県（仙南保健所）開催の健康相談会への申込数（平成１４年３月から） 

 平成１３年（１５件）、平成１４年（１３件）、平成１５年（２件）、平成１７年（１件）、 

 平成１８年（４件） ※平成１９年～現在まで（０件） 

 

○周辺住民へのアンケート調査について 

・調査票配布対象者 

県が「村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策についての県からのお知らせ（以下『お知ら

せ』）」を毎月配布している、竹の内産廃処分場周辺の地区に住む村田町民 1,053世帯 

 

・手法 

「お知らせ」の配布に合わせ、１世帯に１枚の調査用紙を配付する。村田町役場及び村田町沼辺

支所に回収ボックスを設置し、記入後の調査用紙を住民に投函してもらう。 

 

・調査期間 

「お知らせ」令和７年１２月号配布開始（１１月下旬）から令和８年１月５日（月）まで 

 

・調査結果（令和８年１月６日現在） 

回答８件 

【問１】直近１年で竹の内産廃処分場からの悪臭等を感じたことがありますか 

    ある・・・０件     ない・・・８件（→ないを選択したら調査終了） 

 


